
 

 

事務連絡監査第６号 

令 和 ５ 年 ６ 月 16 日 

 

警 察 庁 長 官 官 房 会 計 課 長 殿 

こども家庭庁長官官房参事官（会計担当） 殿 

厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿 

環 境 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿 

 

 

 

財務省主計局主計監査官 

内 之 倉  進 

                          

 

 

「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査に

関する対象施設について」及び「厚生労働省及び環境省所管補助施設

災害復旧費実地調査について」の一部改正について 

 

 

 

 標記のことについて、別添のとおり改正したので通知する。 

別添２ 



内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査に関する対象施設について 一部改正 新旧対照表 

改正後 改正前 

 

別紙 

 

内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査に関する対象施設について 

 

昭和５９年９月７日 

事務連絡２２６ 

 

（最終改正） 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

事務連絡監査第 66 号 

（今回改正） 

令和５年６月 16 日 

事務連絡監査第６号 

 

 

１ 調査要領別表１に掲げる「別に定めるそれぞれの施設」について 

  内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領（昭和５９年９月７

日蔵計２１５０号。以下「調査要領」という。）別表１の限度額欄における「別に定めるそ

れぞれの施設」とは、別紙の施設名欄に定める施設とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 

内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査に関する対象施設について 

 

昭和５９年９月７日 

事務連絡２２６ 

 

（最終改正） 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

事務連絡監査第 66 号 

 

 

 

 

 

１ 調査要領別表１に掲げる「別に定めるそれぞれの施設」について 

  内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領（昭和５９年９月７

日蔵計２１５０号。以下「調査要領」という。）別表１の限度額欄における「別に定めるそ

れぞれの施設」とは、別紙の施設名欄に定める施設とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

別紙 

施設名等 施設名 

（警察庁） 

都道府県警察施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（こども家庭庁） 

児童福祉施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子・父子福祉施設 

 

母子健康包括支援センター 

その他の社会福祉施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察本部 

機動捜査隊 

機動鑑識隊 

自動車警ら隊 

特別機動警ら隊 

機動警察隊 

防犯特別捜査隊 

交通機動隊 

高速道路交通警察隊 

警察署 

警察官待機宿舎 

留置施設 

駐在所 

交番 

交通安全施設 

 

障害児入所施設 

児童発達支援センター 

助産施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

保育所 

幼保連携型認定こども園（保育を実施する部分） 

児童厚生施設 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立支援施設 

児童家庭支援センター 

母子・父子福祉センター 

母子・父子休養ホーム 

母子健康包括支援センター 

児童相談所 

一時保護施設 

職員養成施設 

児童発達支援事業所 

放課後等デイサービス事業所 

心身障害児総合通園センター 

居宅訪問型児童発達支援事業所 

保育所等訪問支援事業所 

障害児相談支援事業所 

特例保育施設 

別紙 

施設名等 施設名 

（警察庁） 

都道府県警察施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察本部 

機動捜査隊 

機動鑑識隊 

自動車警ら隊 

特別機動警ら隊 

機動警察隊 

防犯特別捜査隊 

交通機動隊 

高速道路交通警察隊 

警察署 

警察官待機宿舎 

留置施設 

駐在所 

交番 

交通安全施設 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、分室及び分駐 

所は対象外とする。 

2、警察本部と同 

一建物内にある 

場合は、警察本 

部として取り扱う。 

警察署と同一建物内

にある場合は、警察署

として取り扱う。 

1、分室及び分駐 

所は対象外とする。 

2、警察本部と同 

一建物内にある 

場合は、警察本 

部として取り扱う。 

警察署と同一建物内

にある場合は、警察署

として取り扱う。 



改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省） 

保健衛生施設等 

 保健衛生施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原爆医療等施設 

 

 

 

精神保健等施設 

 

 

 

 

 

 

 

食肉衛生検査施設 

エイズ・結核治療施設 

 

 

 

児童自立生活援助事業所 

地域子育て支援拠点事業所 

一時預かり事業所 

小規模住居型児童養育事業所 

小規模保育事業所 

事業所内保育事業所 

利用者支援事業所 

産後ケア事業を行う施設 

子育て支援のための拠点施設 

幼保連携型認定こども園（学校教育を実施する部

分） 

幼稚園型認定こども園（保育所機能部分について

は、幼稚園と保育所機能部分の定員合計が２０人

以上の場合に限る。） 

 

 

感染症指定医療機関 

健康増進センター 

保健所 

健康科学センター 

市町村保健センター 

農村検診センター 

難病相談・支援センター 

感染症外来協力医療機関 

新型インフルエンザ患者入院医療機関 

ＨＩＶ検査・相談室 

地方衛生研究所 

原爆被爆者保健福祉施設 

原爆医療施設 

原爆被爆者健康管理施設 

放射線影響研究所 

精神科病院 

精神保健福祉センター 

精神科デイ・ケア施設 

精神科救急医療センター 

精神保健福祉士養成施設 

老人性認知症疾患治療病棟 

老人性認知症疾患療養病棟 

老人性認知症疾患デイ・ケア施設 

食肉衛生検査所 

結核患者収容モデル病室 

エイズ治療モデル施設 

エイズ治療個室等の施設（エイズ拠点病院） 

結核研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省） 

保健衛生施設等 

 保健衛生施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原爆医療等施設 

 

 

 

精神保健等施設 

 

 

 

 

 

 

 

食肉衛生検査施設 

エイズ・結核治療施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症指定医療機関 

健康増進センター 

保健所 

健康科学センター 

市町村保健センター 

農村検診センター 

難病相談・支援センター 

感染症外来協力医療機関 

新型インフルエンザ患者入院医療機関 

ＨＩＶ検査・相談室 

地方衛生研究所 

原爆被爆者保健福祉施設 

原爆医療施設 

原爆被爆者健康管理施設 

放射線影響研究所 

精神科病院 

精神保健福祉センター 

精神科デイ・ケア施設 

精神科救急医療センター 

精神保健福祉士養成施設 

老人性認知症疾患治療病棟 

老人性認知症疾患療養病棟 

老人性認知症疾患デイ・ケア施設 

食肉衛生検査所 

結核患者収容モデル病室 

エイズ治療モデル施設 

エイズ治療個室等の施設（エイズ拠点病院） 

結核研究所 



改正後 改正前 

 

医薬分業推進支援施設 

血漿採漿センター等施設 

 

抗毒素製造施設 

医療機関施設等 

 医療機関施設 

  政策医療実施機関施設 

（公的医療機関施設を除

く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療関係者養成所施設 

 

 

 

 研修施設 

 

社会福祉施設等 

 保護施設 

 

 

 

 老人福祉施設 

 

 

多剤耐性結核専門医療機関 

医薬分業推進支援センター 

血漿分画センター 

血漿採漿センター 

抗毒素製造施設 

 

 

救急救命センター 

病院群輪番制病院 

共同利用型病院 

救急告示病院 

在宅当番医制病院 

在宅当番医制診療所 

在宅当番医制歯科診療所 

休日夜間急患センター 

休日等歯科診療所 

時間外診療実施診療所 

災害拠点病院 

へき地医療拠点病院 

周産期医療施設 

小児救急医療拠点病院 

在宅医療実施病院 

在宅医療実施診療所 

在宅医療実施歯科診療所 

がん医療実施診療所 

脳卒中医療実施病院 

腎移植施設 

老人デイ・ケア施設 

共同利用施設 

看護師等養成所 

理学療法士等養成所 

救急救命士養成所 

歯科衛生士養成所 

地域医療研修センター 

研修医のための研修施設 

 

救護施設 

更生施設 

宿所提供施設 

授産施設 

特別養護老人ホーム 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

老人福祉センター 

 

医薬分業推進支援施設 

血漿採漿センター等施設 

 

抗毒素製造施設 

医療機関施設等 

 医療機関施設 

  政策医療実施機関施設 

（公的医療機関施設を除

く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療関係者養成所施設 

 

 

 

 研修施設 

 

社会福祉施設等 

 保護施設 

 

 

 

 老人福祉施設 

 

 

多剤耐性結核専門医療機関 

医薬分業推進支援センター 

血漿分画センター 

血漿採漿センター 

抗毒素製造施設 

 

 

救急救命センター 

病院群輪番制病院 

共同利用型病院 

救急告示病院 

在宅当番医制病院 

在宅当番医制診療所 

在宅当番医制歯科診療所 

休日夜間急患センター 

休日等歯科診療所 

時間外診療実施診療所 

災害拠点病院 

へき地医療拠点病院 

周産期医療施設 

小児救急医療拠点病院 

在宅医療実施病院 

在宅医療実施診療所 

在宅医療実施歯科診療所 

がん医療実施診療所 

脳卒中医療実施病院 

腎移植施設 

老人デイ・ケア施設 

共同利用施設 

看護師等養成所 

理学療法士等養成所 

救急救命士養成所 

歯科衛生士養成所 

地域医療研修センター 

研修医のための研修施設 

 

救護施設 

更生施設 

宿所提供施設 

授産施設 

特別養護老人ホーム 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

老人福祉センター 



改正後 改正前 

 

 

 

老人保健等施設 

 

 

 

 

 

身体障害者社会参加支援施設 

 

 

 

婦人保護施設 

 

 

障害者支援施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人デイサービスセンター 

老人短期入所施設 

老人介護支援センター 

介護老人保健施設 

介護医療院 

訪問看護ステーション 

在宅介護支援センター 

認知症高齢者グループホーム 

生活支援ハウス 

身体障害者福祉センター 

補装具製作施設 

盲導犬訓練施設 

視聴覚障害者情報提供施設 

婦人保護施設 

一時保護施設 

婦人相談所 

障害福祉サービス事業所（療養介護事業、 

生活介護事業、自立訓練事業、就労移行 

支援事業及び就労継続支援事業を行うも 

のに限る。） 

障害者支援施設 

居宅介護事業所 

重度訪問介護事業所 

同行援護事業所 

行動援護事業所 

短期入所事業所 

就労定着支援事業所 

自立生活援助事業 

共同生活援助事業所 

相談支援事業所 

地域活動支援センター 

福祉ホーム 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

 

 

老人保健等施設 

 

 

 

 

 

身体障害者社会参加支援施設 

 

 

 

婦人保護施設 

 

 

障害者支援施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人デイサービスセンター 

老人短期入所施設 

老人介護支援センター 

介護老人保健施設 

介護医療院 

訪問看護ステーション 

在宅介護支援センター 

認知症高齢者グループホーム 

生活支援ハウス 

身体障害者福祉センター 

補装具製作施設 

盲導犬訓練施設 

視聴覚障害者情報提供施設 

婦人保護施設 

一時保護施設 

婦人相談所 

障害福祉サービス事業所（療養介護事業、 

生活介護事業、自立訓練事業、就労移行 

支援事業及び就労継続支援事業を行うも 

のに限る。） 

障害者支援施設 

居宅介護事業所 

重度訪問介護事業所 

同行援護事業所 

行動援護事業所 

短期入所事業所 

就労定着支援事業所 

自立生活援助事業 

共同生活援助事業所 

相談支援事業所 

地域活動支援センター 

福祉ホーム 

障害児入所施設 

児童発達支援センター 

助産施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

保育所 

幼保連携型認定こども園（保育を実施 

する部分に限る。） 

児童厚生施設 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立支援施設 



改正後 改正前 

 

（削除） 

 

（削除） 

その他の社会福祉施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

社会事業授産施設 

隣保館 

生活館 

ホームレス自立支援センター 

盲人ホーム 

地域福祉センター 

社会福祉士養成施設 

介護福祉士養成施設 

へき地保健福祉館 

在宅複合型施設 

小規模多機能型居宅介護事業所 

夜間対応型訪問介護ステーション 

介護予防拠点 

地域包括支援センター 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

市町村障害者生活支援センター 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

 

 

 

母子・父子福祉施設 

 

母子健康包括支援センター 

その他の社会福祉施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省） 

児童家庭支援センター 

母子・父子福祉センター 

母子・父子休養ホーム 

母子健康包括支援センター 

社会事業授産施設 

隣保館 

生活館 

ホームレス自立支援センター 

盲人ホーム 

地域福祉センター 

社会福祉士養成施設 

介護福祉士養成施設 

へき地保健福祉館 

在宅複合型施設 

小規模多機能型居宅介護事業所 

夜間対応型訪問介護ステーション 

介護予防拠点 

地域包括支援センター 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

市町村障害者生活支援センター 

児童相談所 

一時保護施設 

職員養成施設 

児童発達支援事業所 

放課後等デイサービス事業所 

心身障害児総合通園センター 

居宅訪問型児童発達支援事業所 

保育所等訪問支援事業所 

障害児相談支援事業所 

特例保育施設 

児童自立生活援助事業所 

地域子育て支援拠点事業所 

一時預かり事業所 

小規模住居型児童養育事業所 

小規模保育事業所 

事業所内保育事業所 

利用者支援事業所 

産後ケア事業を行う施設 

子育て支援のための拠点施設 

幼稚園型認定こども園（保育所機能部分 

に限り、幼稚園と保育所機能部分の定員 

合計が２０人以上の場合に限る。） 

 



改正後 改正前 

国立公園等施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物処理施設 

 

 

 

園地 

避難小屋 

休憩所 

野営場 

駐車場 

桟橋 

給水施設 

排水施設 

公衆便所 

博物展示施設 

植生復元施設 

動物繁殖施設 

自然再生施設 

砂防施設 

防火施設 

道路（車道、歩道、橋梁、標識） 

し尿処理施設 

コミュニティ・プラント 

汚泥再生処理センター 

生活排水処理施設 

ごみ処置施設 

廃棄物循環型処理施設 

廃棄物運搬用パイプライン施設 

埋立処分地施設 

マテリアルリサイクル施設 

エネルギー回収推進施設 

有機性廃棄物リサイクル推進施設 

最終処分場 
 

国立公園等施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物処理施設 

 

 

 

園地 

避難小屋 

休憩所 

野営場 

駐車場 

桟橋 

給水施設 

排水施設 

公衆便所 

博物展示施設 

植生復元施設 

動物繁殖施設 

自然再生施設 

砂防施設 

防火施設 

道路（車道、歩道、橋梁、標識） 

し尿処理施設 

コミュニティ・プラント 

汚泥再生処理センター 

生活排水処理施設 

ごみ処置施設 

廃棄物循環型処理施設 

廃棄物運搬用パイプライン施設 

埋立処分地施設 

マテリアルリサイクル施設 

エネルギー回収推進施設 

有機性廃棄物リサイクル推進施設 

最終処分場 
 



○
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
所
管
補
助
施
設
災
害
復
旧
費
実
地
調
査
に
関
す
る
対
象
施
設
に
つ
い
て 

昭
五
九
・
九
・
七 

事
務
連
絡
二
二
六 

最
終
改
正 

令
五
・
六
・
一
六 

事
務
連
絡
監
査
第
六
号 

 

一 

調
査
要
領
別
表
１
に
掲
げ
る
「
別
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
」
に
つ
い
て 

内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
所
管
補
助
施
設
災
害
復
旧
費
実
地
調
査
要
領
（
昭
和
五
九
年
九
月
七
日
蔵
計
二
一
五
〇
号
。
以
下
「
調
査
要
領
」
と
い
う
。）
別
表
１
の
限
度

額
欄
に
お
け
る
「
別
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
」
と
は
、
別
紙
の
施
設
名
欄
に
定
め
る
施
設
と
す
る
。 

  



別紙

施　　設　　名　　等 施　　設　　名

（警察庁）

都道府県警察施設 警察本部

機動捜査隊

機動鑑識隊

自動車警ら隊

特別機動警ら隊

機動警察隊

防犯特別捜査隊

交通機動隊

高速道路交通警察隊

警察署

警察官待機宿舎

留置施設

駐在所

交番

交通安全施設

（こども家庭庁）

児童福祉施設 障害児入所施設

児童発達支援センター

助産施設

乳児院

母子生活支援施設

保育所

幼保連携型認定こども園（保育を実施

する部分）

児童厚生施設

児童養護施設

児童心理治療施設

児童自立支援施設

児童家庭支援センター

母子・父子福祉施設 母子・父子福祉センター

母子・父子休養ホーム

母子健康包括支援センター 母子健康包括支援センター

その他の社会福祉施設等 児童相談所

一時保護施設

職員養成施設

児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

心身障害児総合通園センター

居宅訪問型児童発達支援事業所

保育所等訪問支援事業所

障害児相談支援事業所

特例保育施設

児童自立生活援助事業所

地域子育て支援拠点事業所

警察署と同一建物内
にある場合は、警察
署として取り扱う。

1.分室及び分駐

所は対象外とする。

2.警察本部と同

一建物内にある

場合は、警察本

部として取り扱う。



一時預かり事業所

小規模住居型児童養育事業所

小規模保育事業所

事業所内保育事業所

利用者支援事業所

産後ケア事業を行う施設

子育て支援のための拠点施設

幼保連携型認定こども園（学校教育を

実施する部分）

幼稚園型認定こども園（保育所機能部分

については、幼稚園と保育所機能部分の

定員合計が２０人以上の場合に限る。）
（厚生労働省）
保健衛生施設等

　保健衛生施設 感染症指定医療機関

健康増進センター

保健所

健康科学センター

市町村保健センター

農村検診センター

難病相談・支援センター

感染症外来協力医療機関

新型インフルエンザ患者入院医療機関

ＨＩＶ検査・相談室

地方衛生研究所

　原爆医療等施設 原爆被爆者保健福祉施設

原爆医療施設

原爆被爆者健康管理施設

放射線影響研究所

　精神保健等施設 精神科病院

精神保健福祉センター

精神科デイ・ケア施設

精神科救急医療センター

精神保健福祉士養成施設

老人性認知症疾患治療病棟

老人性認知症疾患療養病棟

老人性認知症疾患デイ・ケア施設

　食肉衛生検査施設 食肉衛生検査所

　エイズ・結核治療施設 結核患者収容モデル病室

エイズ治療モデル施設

エイズ治療個室等の施設（エイズ拠点病院）

結核研究所

多剤耐性結核専門医療機関

　医薬分業推進支援施設 医薬分業推進支援センター

  血漿採漿センター等施設 血漿分画センター

血漿採漿センター

　抗毒素製造施設 抗毒素製造施設



医療機関施設等

　医療機関施設

　　政策医療実施機関施設 救命救急センター

　　（公的医療機関施設を除く） 病院群輪番制病院

共同利用型病院

救急告示病院

在宅当番医制病院

在宅当番医制診療所

在宅当番医制歯科診療所

休日夜間急患センター

休日等歯科診療所

時間外診療実施診療所

災害拠点病院

へき地医療拠点病院

周産期医療施設

小児救急医療拠点病院

在宅医療実施病院

在宅医療実施診療所

在宅医療実施歯科診療所

がん医療実施診療所

脳卒中医療実施病院

腎移植施設

老人デイ・ケア施設

共同利用施設

　医療関係者養成所施設 看護師等養成所

理学療法士等養成所

救急救命士養成所

歯科衛生士養成所

　研修施設 地域医療研修センター

研修医のための研修施設

社会福祉施設等

　保護施設 救護施設

更生施設

宿所提供施設

授産施設

　老人福祉施設 特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

老人福祉センター

老人デイサービスセンター

老人短期入所施設

老人介護支援センター

　老人保健等施設 介護老人保健施設

介護医療院

訪問看護ステーション

在宅介護支援センター

認知症高齢者グループホーム

生活支援ハウス



　身体障害者社会参加支援施設 身体障害者福祉センター

補装具製作施設

盲導犬訓練施設

視聴覚障害者情報提供施設

　婦人保護施設 婦人保護施設

一時保護施設

婦人相談所

　障害者支援施設等 障害福祉サービス事業所（療養介護事業、

生活介護事業、自立訓練事業、就労移行

支援事業及び就労継続支援事業を行うも

のに限る。）

障害者支援施設

居宅介護事業所

重度訪問介護事業所

同行援護事業所

行動援護事業所

短期入所事業所

就労定着支援事業所

自立生活援助事業所

共同生活援助事業所

相談支援事業所

地域活動支援センター

福祉ホーム

　その他の社会福祉施設等 社会事業授産施設

隣保館

生活館

ホームレス自立支援センター

盲人ホーム

地域福祉センター

社会福祉士養成施設

介護福祉士養成施設

へき地保健福祉館

在宅複合型施設

小規模多機能型居宅介護事業所

夜間対応型訪問介護ステーション

介護予防拠点

地域包括支援センター

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

市町村障害者生活支援センター

（環境省）

国立公園等施設 園地

避難小屋

休憩所

野営場

駐車場

桟橋

給水施設

排水施設

公衆便所

博物展示施設



植生復元施設
動物繁殖施設
自然再生施設
砂防施設
防火施設
道路（車道、歩道、橋梁、標識)

一般廃棄物処理施設 し尿処理施設
コミュニティ・プラント
汚泥再生処理センター
生活排水処理施設
ごみ処理施設
廃棄物循環型処理施設
廃棄物運搬用パイプライン施設
埋立処分地施設
マテリアルリサイクル施設
エネルギー回収推進施設
有機性廃棄物リサイクル推進施設
最終処分場



厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査について一部改正 新旧対照表 

改正後 改正前 

 

別紙 

 

内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査について 

 

昭和５９年９月７日 

             事 務 連 絡 ２ ２ ７ 

           

（最終改正） 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

事務連絡監査第１号 

（今回改正） 

令和５年６月 16 日 

事務連絡監査第６号 

 

 内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領（昭和五九年九月七

日蔵計二一五〇号。以下「調査要領」という。）により実施する調査については、次のとお

り取扱うこととする（ただし、都道府県警察施設を除く。）。 

一 建物について 

  調査要領第三調査の対象（１）の建物については、次により取り扱う。 

 

 

 ア～エ（略） 

 

二 設備について（略） 

 

三 その他 

 ア 調査要領第六に規定する別に定める場合の諸経費率は次のとおりとする。 

  （ア）・（イ）（略） 

  （ウ） 幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園のうち、土地復旧 公共土

木施設災害復旧工事に使用する率 

 イ・ウ（略） 

 

別紙 

 

厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査について 

 

昭和５９年９月７日 

             事 務 連 絡 ２ ２ ７ 

 

（最終改正） 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

事務連絡監査第１号 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

一 建物について 

  内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領（昭和五九年九月

七日蔵計二一五〇号。以下「調査要領」という。）第三調査の対象（１）の建物について

は、次により取り扱う。 

 ア～エ（略） 

 

二 設備について（略） 

 

三  その他 

 ア 調査要領第六に規定する別に定める場合の諸経費率は次のとおりとする。 

  （ア）・（イ）（略） 

  （ウ）新設 

 

 イ・ウ（略） 

 



○
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
所
管
補
助
施
設
災
害
復
旧
費
実
地
調
査
に
つ
い
て 

昭
五
九
・
九
・
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
務
連
絡
二
二
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

最
終
改
正 

令
五
・
六
・
一
六 

事
務
連
絡
監
査
第
六
号  

内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
所
管
補
助
施
設
災
害
復
旧
費
実
地
調
査
要
領
（
昭
和
五
九
年
九
月
七
日
蔵
計
二
一
五
〇
号
。
以
下
「
調
査
要
領
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
実
施
す
る

調
査
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
扱
う
こ
と
と
す
る
（
た
だ
し
、
都
道
府
県
警
察
施
設
を
除
く
。
）
。 

一 

建
物
に
つ
い
て 

調
査
要
領
第
三
調
査
の
対
象
（
１
）
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
り
取
り
扱
う
。 

ア  

直
接
当
該
事
業
の
実
施
に
必
要
な
建
物
に
つ
い
て
の
み
対
象
と
す
る
。
従
っ
て
、
直
接
事
業
の
実
施
に
関
係
の
な
い
倉
庫
、
公
舎
等
は
調
査
の
対
象
外
と
な
る
。
（
た
だ
し
、 

社
会
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
復
旧
工
事
完
了
ま
で
に
長
期
間
を
要
す
る
見
込
の
場
合
で
入
所
者
の
処
遇
確
保
等
の
理
由
に
よ
り
緊
急
に
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
仮
設
工
事 

調
査
の
対
象
と
す
る
。
） 

イ 

暖
房
等
の
ボ
イ
ラ
ー
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
建
物
附
属
設
備
と
し
て
調
査
の
対
象
と
す
る
。 

ウ 

調
査
要
領
別
表
１
に
定
め
る
と
畜
場
に
あ
っ
て
は
、
解
体
施
設
及
び
汚
水
処
理
施
設
の
み
を
調
査
の
対
象
と
す
る
。 

エ 

医
療
機
関
施
設
に
つ
い
て
は
、
被
災
に
よ
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
途
絶
後
も
一
定
期
間
自
立
的
に
診
療
機
能
を
保
持
す
る
た
め
の
ヘ
リ
ポ
ー
ト
、
通
信
装
置
、
自
家
発
電
装 

置
、
貯
水
槽
等
は
調
査
の
対
象
と
す
る
。 

二 

設
備
に
つ
い
て 

医
療
機
関
施
設
の
医
療
用
設
備
及
び
医
療
機
器
並
び
に
医
療
関
係
者
養
成
所
施
設
の
教
材
等
は
、
調
査
要
領
第
三
（
４
）
ア
に
規
定
す
る
も
の
、
か
つ
、
当
該
施
設
の
備
品
台
帳
に

登
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
を
調
査
の
対
象
と
す
る
。
但
し
、
備
品
台
帳
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
購
入
伝
票
、
領
収
書
等
の
証
拠
書
類
に
よ
り
当
該
施
設
の
所
有
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
り
、
調
査
の
対
象
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
な
お
、
消
耗
品
、
ベ
ッ
ド
、
椅
子
、
机
、
模
型
・
標
本
・
機
械
器
具
の
収
納
棚
・
保
管
庫
、
図
書
、
教

育
用
の
Ｃ
Ｄ‐

Ｒ
Ｏ
Ｍ
等
電
磁
的
記
録
媒
体
、
多
目
的
な
用
途
の
部
屋
に
設
置
さ
れ
る
ア
ン
プ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
・
ミ
キ
サ
ー
等
の
音
響
設
備
及
び
そ
の
他
事
務
機
器
等
は
含
ま
な
い
。 

三  

そ
の
他 

ア 

調
査
要
領
第
六
に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
場
合
の
諸
経
費
率
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
ア
） 

災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
の
う
ち
、
解
体
工
事
に
係
る
委
託
業
務 

当
該
委
託
業
務
に
要
す
る
額
の
百
分
の
十
五
以
内 

（
イ
） 

災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
の
う
ち
、
仮
置
場
及
び
土
砂
混
じ
り
が
れ
き
に
係
る
委
託
業
務 

当
該
委
託
業
務
に
要
す
る
額
の
百
分
の
十
五
以
内
又
は
土
木
工
事
積
算
基
準

に
基
づ
い
て
積
算
を
行
う
場
合
は
同
基
準
に
定
め
る
間
接
工
事
費
及
び
一
般
管
理
費
等
の
率 



（
ウ
） 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
の
う
ち
、
土
地
復
旧 

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
工
事
に
使
用
す
る
率 

イ 
調
査
要
領
別
表
１
に
定
め
る
広
域
廃
棄
物
埋
立
処
分
場
に
つ
い
て
は
、
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
が
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
建
設
し
た
施
設
を
調
査
の
対
象
と
す
る
。 

ウ 
調
査
要
領
別
表
１
に
定
め
る
災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
の
う
ち
、
し
尿
く
み
取
り
に
つ
い
て
は
、
維
持
分
と
し
て
便
槽
容
量
の
二
分
の
一
を
調
査
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。 
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